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令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計画 

策定業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本要領は、川南町が実施する「令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球

温暖化対策実行計画策定業務委託（以下「本業務」という。）」事業者候補選定について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名称 

令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計画策定

業務委託 

（２） 業務の目的及び内容 

別紙「令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計

画策定業務委託仕様書」のとおり 

（３） 業務委託期間 

契約締結日から令和６年１月１５日 

（４） 契約限度額 

１４，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 担当部署 

  川南町環境課環境政策係 

  担当：米田、梶本 

  〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南 13680-1 

  ℡ 0983-27-8010 

  e-mail  kankyoseisaku@town.kawaminami.miyazaki.jp 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加しようとするものは、次に掲げる要件を全て満たしている事業

者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

（２） 国、地方公共団体等による工事等請負契約及び委託契約に係る指名停止等の措置

期間中でないこと。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続の申立て及び民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てをしている者でな
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いこと。 

（４） 川南町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと。 

（５） 国税（法人税、消費税及び地方消費税）、県税（事業税、県民税）及び町税を滞納

している者でないこと。 

（６） 平成 30 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間において、国の機関又は地方

公共団体が発注する地球温暖化対策実行計画（区域施策編、事務事業編）策定業務の

受注実績がそれぞれ３件以上あること。ただし、アンケート調査、印刷など業務の一

部の実績は認めない。 

また、環境省の「脱炭素先行地域」に選定された地域において、環境省へ提出する

計画提案書作成に係る支援業務実績及び再生可能エネルギー導入計画を完了した実

績をそれぞれ１件以上有すること。 

（７） 本業務遂行中の円滑な連絡調整及び緊急時の迅速な対応が行えるよう、九州内に

本社、支社又は営業所を有していること。 

 

５ 実施スケジュール 

  契約締結に至るまでのスケジュールは、次のとおりとする。ただし、土曜日、日曜日及   

び祝日など、川南町の休日を定める条例に規定する町の休日には、受付等を行わない。 

なお、このスケジュールは参加者の状況、審査進捗等により若干変更する場合がある。 

内容 期日 備考 

公募開始 令和５年５月１０日 HP に掲載 

質問書受付期間 令和５年５月１０日から 

令和５年５月１２日まで 

午後５時必着 

質問書回答日 令和５年５月１６日 質問及び回答は町 HP に掲載 

参加表明書受付期間 令和５年５月１７日から 

令和５年５月２２日まで 

午後５時必着 

一次審査 令和５年５月２５日 参加表明書に基づく書類審査 

一次審査結果通知 令和５年５月３０日  

企画提案書の提出期間 令和５年６月 １日から 

令和５年６月１３日まで 

午後５時必着 

二次審査 令和５年６月２０日 プレゼンテーション審査 

二次審査結果通知 令和５年６月２３日  

契約締結 令和５年６月３０日  

 

６ 選定委員会 

  委託候補者の評価は、選定委員で構成される選定委員会（以下「委員会」という）で行

う。 
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なお、委員会は非公開とし、公平・公正な評価を行うため、委員名の公表は行わない。 

 

７ 関係資料の配布 

（１） 関係資料 

 ① 令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計画策

定業務委託プロポーザル実施要領  

② 様式（様式１～様式４） 

 ③ 令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計画策

定業務委託仕様書 

（２） 配布方法等 

本町ホームページからダウンロードすること。  

なお、（１）関係資料に掲げる資料以外の資料については、業務着手時に本設計業

務の受託事業者に提供する。 

 

８ 質問書の受付及び回答 

  本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式１）により提出すること。 

（１） 受付期間 

令和５年５月１０日（水）から令和５年５月１２日（金）午後５時まで 

（２） 提出方法 

「３ 担当部署」へ電子メールにて提出すること。 

※電話、面談等による質問は受け付けない。 

（３） 回答方法 

令和５年５月１６日までに随時、川南町ホームページ内で公表する。 

なお、質問に対する回答は、本要領及び仕様書等の追加又は修正とみなす。 

 

９ 参加表明書の提出 

  参加希望者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。 
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（１） 提出書類、部数、提出期限     

提出書類 部数 提出期限 

参加表明書（様式２－１） 

１部 

令和５年５月２２日（月） 

 持参 17 時 00 分まで 

 郵送 17 時 00 分必着 

事業者概要（様式２－２） 

業務実績書（様式２－３） 

業務実施体制（様式２－４） 

配置予定技術者調書（様式２－５） 

商業・法人登記に係る履歴事項全部

証明書の写し（３か月以内に発行さ

れたもの） 

賦課されているすべての税（国税及

び地方税）に滞納がないことを示す

証明書の写し（３か月以内に発行さ

れたもの） 

（２） 提出方法 

「３ 担当部署」まで、持参又は郵送（持参する場合は、閉庁日を除く午前８時３

０分から午後５時まで） 

 

１０ 一次審査（参加表明書に基づき書類審査） 

   参加表明書の提出者数が５者を超える場合は、提出された書類をもとに非公開によ

る委員会よる一次審査を実施し、二次審査（プレゼンテーション審査）の参加資格者の

決定を行う。 

なお、一次審査は、下記により行うこととし、二次審査参加事業者を５者選定する。 

   一次審査の結果については、令和５年５月３０日（火）に電子メールにて通知する。 

   なお、評価結果に関する質問や異議申し立ては受け付けない。 

審査項目 評価事項 配点 

事業者評価 

同種・類似業務実績 50 

実施体制・役割分担 10 

配置技術者の実績、経験等 20 

合 計 80 

 

１１ 企画提案書等の提出 

  一次審査により決定を受けた二次審査参加事業者は、「令和５年度再生可能エネルギ

ー導入計画及び川南町地球温暖化対策実行計画策定業務委託仕様書」を参照の上、次の

とおり提案書等を提出すること。 
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（１） 提出書類、部数及び提出期限 

提出書類 部数 提出期限 

企画提案書表紙（様式３） 正本１部 
令和５年６月１３日（火） 

 持参 17 時 00 分まで 

 郵送 17 時 00 分必着 

企画提案書（A4 判任意様式） 
正本１部 

副本 10 部 
業務工程表（任意様式） 

参考見積書及び内訳書（任意様式） 

※副本においては、すべての頁において参加者が特定できる表示及び記載がない

ものとすること。 

※企画提案書は、簡潔・明瞭に記載すること。また、仕様書の業務内容に記載の

ない事項について積極的な提案や有効な代替案の提案を認める。 

※参考見積書の名称は、「令和５年度再生可能エネルギー導入計画及び川南町地球

温暖化対策実行計画策定業務委託」とする。 

（２） 提出方法 

「３ 担当部署」まで、持参又は郵送（持参する場合は、閉庁日を除く午前８時３

０分から午後５時まで） 

（３） 留意事項 

① 企画提案書等の返却は行わない。 

② 提出方法及び提出期限に適合しない場合、見積金額が限度額を超える場合は、無

効とする。 

 

１２ 二次審査（プレゼンテーション） 

（１） 開催日時  

令和５年６月２０日（火）午後からを予定 ※別途連絡する。 

（２） 開催場所 

川南町役場内会議室 ※別途連絡する。 

（３） 実施方法 

① 実施順は、企画提案書の受付順とする。 

② 実施時間は、１事業者につき３０分程度（プレゼンテーション２０分、質疑１０

分）とする。 

③ 説明は、本業務に従事する者が行うものとし、提出済みの企画提案書をもとに説

明する。その際、提出済書類以外の資料の追加は認めない。 

④ プレゼンテーションに際して必要な機器のうち、プロジェクター、接続ケーブル

及びスクリーンは当町が用意する。パソコン等の端末機器は、提案事業者で用意

すること。 

⑤ 公平な評価の実現のため、プレゼンテーションにおいては、社名が類推できない

ような配慮をすること。 
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⑥ 指定時間までに来所できなかった場合、参加を辞退したものとみなす。 

⑦ プレゼンテーションは非公開とする。 

 

１３ 二次審査の評価基準 

企画提案書及びプレゼンテーション等をもとに、下記により評価する。 

審査項目 評価事項 配点 

企画提案書 

基本的な考え方 業務の理解度・明確性 30 

企画提案 
地域理解度・妥当性 30 

明快性・実現性 50 

見積価格 10 

合 計 120 

 

１４ 委託候補者の特定 

（１）  委員会委員が評価基準に基づき提案内容を評価し、各委員の採点の合計得点が最

も高い参加者を委託候補者として特定するとともに、次点者を 1 者選定する。 

（２）  参加者の評価点が同一となった場合には、二次評価点の「企画提案の明快性・実  

現性」の評価点が高い参加者を委託候補者とする。それでも差がつかない場合、委

員間の協議により特定する。   

（３）  上記にかかわらず、評価点が配点の 60％未満の場合には、委託候補者として特定

しない。 

（４） 参加者が 1 者の場合であっても、委員会による参加表明書及び技術提案書の評価

を行い、評価点が配点の 60％以上満たしていると認められた場合に、その参加者を

委託候補者として特定する。 

 

１５ 審査結果の通知・公表 

審査結果は、企画提案書を提出した参加者に書面で通知するとともに、二次審査にお

いて、最も高い評価を受けた事業者のみ、事業者名を本町ホームページにて公表する。 

なお、審査結果に関する質問や異議申し立ては受け付けない。 

 

１６ 業務委託の契約等  

（１） 契約の締結 

  委託候補者と川南町の間で、委託内容や条件について協議を行い、委託業務の仕

様書を確定した上で、契約を締結する。  

（２） その他 

 委託候補者の決定後、特別な事情により契約を締結しない場合が、その理由を記

した辞退届（様式４）を提出すること。 
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なお、この場合は次点者を委託候補者とする。 

 

１７ その他留意事項 

（１） 提案者は、複数の提案をすることはできない。 

（２） 提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（３） 提出書類は、本プロポーザルのみに使用し、目的外には使用しない。 

（４） 本プロポーザルに係る情報開示請求があった場合は、川南町情報公開条例（平成 14

年９月 30 日条例第 17 号）に基づき、請求者に開示することを踏まえ、開示する

ことにより事業者が不利益を被る恐れのある情報については、極力含まれないよ

う留意すること。 

 

 


